
令和4年度
森林環境譲与税の使途内訳【令和5年3月31日現在】

1 菅塩町森林整備業務委託 2,607,000 2,607,000

　森林経営管理法に基づき、八王子丘陵ハイキ
ングコース沿いの未整備人工林について間伐・
危険木伐倒を行った。

　実施数量　伐採・搬出処分35㎥（63本）

2 太田市立宝泉東小学校群馬県産杉丸
太ベンチ購入

1,320,000 1,122,000 198,000

　宝泉東小学校の木製ベンチが腐食しており危
険であることから、既存のベンチを撤去して新
しいベンチを設置した。譲与税は撤去費以外に
活用。木製ベンチ12脚。

　実施数量　木材利用量 約2㎥

3 台・滝之入地区整備業務委託 1,056,000 1,056,000

　
　森林経営管理法に基づき、獣害対策を目的と
した未整備森林の整備を行った。

　実施数量　刈払2,800㎡、樹木伐採約50本

4 エアリスの小さな森公園県産材製品
（木製ベンチ）購入

462,000 462,000

　
　市営公園に県産材を活用した木製ベンチを6基
設置した。

　実施数量　木材利用量　0.366㎥

5 太田市林地台帳データ更新業務委託 330,000 330,000
　森林法に基づき、森林の土地所有者や森林境
界に関する情報などの整備を行った。

6 高林ポケットパーク県産材製品（木
製ベンチ）購入

154,000 154,000

　市営公園に県産材を活用した木製ベンチを2基
設置した。

　実施数量　木材利用量　0.122㎥

7 太田市森林環境譲与税基金 24,818,000 24,818,000

　
　令和4年度の森林環境譲与税については、基金
積立を行った。

No

　・N0.1～6の事業は、太田市森林環境譲与税基金積立金を利用しています。

事業名

事業総額（円）

事業内容
(A)+(B)

(A)うち森林環境譲与税
（円）

(B)うち他の財源
（円）


